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 　人権全般・同和問題　
名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

人権擁護委員による人権
相談

広報戦略課　広聴係
（市役所第ニ庁舎 1階）

P20
29 第 1木曜

13時～ 15時 人権平和センター螢池
電話：06-6841-5326人権平和センター螢池

（螢池北町 2-3-1）
P20
12 第 3木曜

法務省の人権擁護機関に
よる人権相談　

大阪法務局
（ 大阪市中央区大手前3-1-41
 大手前合同庁舎）

P21
Ａ 月～金曜 8時 30分

 ～ 17時 15分
みんなの人権 110番
電話：0570-003-110

SNS（LINE）による人権
相談
※ 要友達登録（法務省人権擁
護局ホームページ参照）

LINE － 月～金曜 8時 30分
 ～ 17時 15分

大阪法務局
一般的な人権相談
電話：06-6942-9496

人権にかかわる相談
※面談は要予約　

人権平和センター豊中内
（岡町北 3-13-7）

P20
28 月～金曜 9時～ 17時

一般財団法人とよなか
人権文化まちづくり協会
電話：06-4865-3655

　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

総合生活相談
※面談は要予約　

人権平和センター豊中内
（岡町北 3-13-7）

P20
28 月～金曜 9時～ 17時

一般財団法人とよなか
人権文化まちづくり協会
電話：06-4865-3713

　　

 　女性・男女共同参画　
名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

女性の生き方電話相談 ＜電話相談＞ －

① 第 1～ 4 
月・木曜
② 第 1～ 4 
火・金曜

①  13 時～ 20時
②  10 時～ 17時
※ 12時～13時、 
17時～18時は除く とよなか男女共同参画

推進センターすてっぷ
電話：06-6844-9820
※相談専用

働く女性の
生き方電話相談 ＜電話相談＞ －  第 1～ 4 

月・木曜
18時～ 20時
※ 12時～13時、 
17時～18時は除く

ガールズ相談 ＜電話相談＞ － ① 第1～4月・木曜
② 第 1土曜

①  13 時～ 20時
※ 17時～18時は除く
②  13 時～ 17時

女性の生き方面接相談
※要予約（約50分）

とよなか男女共同参画推進
センターすてっぷ
（ 玉井町 1-1-1-501 
 エトレ豊中 5階）

P20
22

① 第 1・3 
月・火曜
② 第 2・4 
月・火曜
③ 第 1木曜
④ 第 2・3・4木曜
⑤ 第 1～ 4土曜

①③  10 時～ 20時
②④  10 時～ 17時
⑤  10 時～ 12時
※ 12時～13時、 
17時～18時は除く

とよなか男女共同参画
推進センターすてっぷ
電話：06-6844-9739
※申込専用

　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

FPによる離婚にまつわる
お金の相談

とよなか男女共同参画推進
センターすてっぷ
（ 玉井町 1-1-1-501 
 エトレ豊中 5階）

P20
22 第 4土曜 10時～ 12時

とよなか男女共同参画
推進センターすてっぷ
電話：06-6844-9820
※相談専用

　　

名称／相談方法 場所 地図 相談日 相談時間 問合せ

女性のための法律相談
※要予約（約30分）
※ひとり1回限り

とよなか男女共同参画推進
センターすてっぷ
（ 玉井町 1-1-1-501 
 エトレ豊中 5階）

P20
22

① 第 1・2金曜
② 第 3金曜

①  10 時～ 12時
②  18 時～ 20時

とよなか男女共同参画
推進センターすてっぷ
電話：06-6844-9739
※申込専用

　　

こんなときに
ご相談ください

● 差別や不当な扱いを受けた
● 日常生活の中で「人権問題ではないだろうか」と
感じた

● インターネット上でプライバシーを侵害された
● 同和地区出身であることを理由に人権侵害を受けた
 など

こんなときに
ご相談ください

● 生活上のさまざまな不安や悩みについて相談した
いとき、困っているとき など

就労・労働に関する相談…P.15こちらもご利用ください

こんなときに
ご相談ください

◆ 女性カウンセラーがお聞きします
● 生き方や家族関係、対人関係などの問題で悩んで
いる など

※ ガールズ相談は、10歳代・20歳代・30歳代女性
が対象。

こんなときに
ご相談ください

● 離婚を考えている子育て中の女性、シングル
マザー向け

こんなときに
ご相談ください

●女性弁護士による法律相談を受けたい


